
津市国民健康保険料減免取扱要領 

 

平成１８年１月１日訓第７５号  

 

改正 平成２０年３月３１日訓第６９号 

    平成２６年１０月３１日訓第１２８号 

平成２８年３月２４日訓第１２号 

令和２年３月３１日訓第２３号 

令和３年３月２９日訓第１９号 

令和６年６月２８日訓第６６号 

令和６年１１月２９日訓第８１号 

 

 （趣旨） 

第１条 この要領は、津市国民健康保険条例（平成１８年津市条例第１３４号） 

第３０条に規定する国民健康保険料（以下「保険料」という。）の減免の取

扱いに関し必要な事項を定めるものとする。 

（減免の基準及び割合） 

第２条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、申請により、保険料

を減額し、又は免除することができる。 

⑴ 納付義務者が生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の規定による保

護を受けることとなったとき、又はこれに準ずると認められるとき。 

⑵ 納付義務者又は当該納付義務者と同一世帯の被保険者が廃業、休業、倒

産又は長期の疾病等のため就労が困難となったことにより、減免をしよう

とする年度分の保険料の賦課期日の属する年の当該納付義務者又は当該被

保険者の所得金額（所得税法施行令（昭和４０年政令第９６号）第１９８

条第１号に規定する経常所得の金額をいう。以下同じ。）が、その前年中

の所得金額と比較して３割以上減少することが見込まれるとき（利用し得

る資産、能力その他あらゆるものの活用を図ったにもかかわらず、保険料

を納付することが困難であると認められる場合で、かつ、納付義務者及び

当該納付義務者と同一世帯の被保険者の前年中の所得金額の合計金額（給

与所得を有する者（前年中に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第３

１４条の２第１項に規定する総所得金額に係る所得税法（昭和４０年法律

第３３号）第２８条第１項に規定する給与所得について同条第３項に規定



する給与所得控除額の控除を受けた者（同条第１項に規定する給与等の収

入金額が５５万円を超え８５０万円以下である者に限る。）をいう。以下

同じ。）及び公的年金等に係る所得を有する者（前年中に地方税法第３１

４条の２第１項に規定する総所得金額に係る所得税法第３５条第３項に規

定する公的年金等に係る所得について同条第４項に規定する公的年金等控

除額の控除を受けた者（年齢６５歳未満の者にあっては当該公的年金等の

収入金額が６０万円を超え１，０００万円以下である者に限り、年齢６５

歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が１１０万円を超え１，

０００万円以下である者に限る。）をいい、給与所得を有する者を除く。

以下同じ。）がある場合にあっては、給与所得を有する者の数及び公的年

金等に係る所得を有する者の数の合計数に１０万円を乗じて得た金額を減

じた金額）が４００万円未満である場合に限る。）。 

⑶ 被用者保険の被保険者本人が後期高齢者医療制度の対象となったことに 

より、当該被保険者の被扶養者から国民健康保険の被保険者となったとき。 

⑷ 納付義務者が震災、火災、水害その他これらに類する災害により、当該

納付義務者が所有し、現に居住する家屋に重大な損害を受けたとき（前年

中の所得金額（給与所得を有する者又は公的年金等に係る所得を有する者

である場合にあっては、１０万円を減じた金額）が１，０００万円未満で

ある場合に限る。）。 

⑸ 納付義務者又は当該納付義務者と同一世帯の被保険者が国民健康保険法

（昭和３３年法律第１９２号。以下「法」という。）第５９条各号のいず

れかに該当し、療養の給付等の制限を受けることとなったとき。 

⑹ 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。 

２ 前項の規定に該当する納付義務者の保険料の減免割合は、同項第１号から

第５号までに該当する者については別表に定めるところによるものとし、同

項第６号に該当する者については、市長が別に定める。 

 （減免の申請） 

第３条 保険料の減免を受けようとする納付義務者は、国民健康保険料減額

（免除）申請書（第１号様式）に別表に掲げるその事由を証明すべき書類を

添付して、納期限前７日までに市長に提出しなければならない。 

 （減免の決定） 

第４条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を調査し、速やか

に減免の可否を決するものとする。この場合において、市長は、必要がある



と認めるときは、法第１１３条の規定により、当該納付義務者に対し、文書

その他の物件の提出を命じ、又は職員に質問させることができる。 

２ 市長は、前項の規定による決定をしたときは、国民健康保険料減額（免除）

決定（却下）通知書（第２号様式）により申請者に通知するものとする。 

 （減免できる範囲） 

第５条 前条の規定による減免の決定を受けた者に係る保険料の減免できる範

囲は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 

 ⑴ 第２条第１項第１号に該当する者 減免の理由が生じた日以後の最初に

納期限が到来する納期分から当該減免の理由が消滅した日の属する月の前

月に係る納期分までの保険料 

⑵ 第２条第１項第２号又は第４号に該当する者 減免の理由が生じた日の

属する年度に賦課決定された保険料であって、第３条の規定による提出の

あった日以後の最初に納期限が到来する納期分から最終納期分までの保険

料 

⑶ 第２条第１項第３号に該当する者 資格取得日の属する月以後２年を経

過する月までの保険料 

⑷ 第２条第１項第５号に該当する者 減免の理由が生じた日の属する月か

ら減免の理由が消滅した日の属する月の前月分までの当該年度に賦課決定

された保険料 

⑸ 第２条第１項第６号に該当する者 市長が定める期間の保険料 

 （減免の取消し） 

第６条 市長は、保険料の納付義務者が偽りの申請その他不正の行為により減

免措置を受けたと認められるときは、直ちにその措置の全部又は一部を取り

消すことができる。この場合において、市長は、速やかに減免措置の全部又

は一部を取り消した旨を国民健康保険料減額（免除）取消通知書（第３号様

式）により当該納付義務者に通知するとともに、減免措置により徴収を免れ

た保険料があるときは、期限を定めて、これを徴収するものとする。 

（旧被扶養者の転出） 

第７条 被用者保険の被保険者本人が後期高齢者医療制度の対象となったこと

により、当該被保険者の被扶養者から国民健康保険の被保険者となった者

（以下「旧被扶養者」という。）が転出する際には、旧被扶養者異動連絡票

（第４号様式）を交付するものとする。 

附 則 



（施行期日） 

１ この訓は、平成１８年１月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この訓の施行前に合併前の久居市国民健康保険税の減免に関する規則（平

成１３年久居市規則第５号）の規定によりなされた処分、手続その他の行為

は、それぞれこの訓の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみ

なす。 

   附 則（平成２０年３月３１日訓第６９号） 

１ この訓は、平成２０年４月１日から施行する。 

２ 改正後の津市国民健康保険料減免取扱要領の規定は、平成２０年度以後の

年度分の保険料について適用し、平成１９年度分までの保険料については、

なお従前の例による。 

   附 則（平成２６年１０月３１日訓第１２８号） 

 この訓は、平成２６年１１月１日から施行する。 

   附 則（平成２８年３月２４日訓第１２号） 

 この訓は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年３月３１日訓第２３号） 

 この訓は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年３月２９日訓第１９号） 

１ この訓は、令和３年４月１日から施行する。 

２ 改正後の第２条第１項第２号及び第４号の規定は、令和３年度以後の年度

分の保険料について適用し、令和２年度分までの保険料については、なお従

前の例による。 

附 則（令和６年６月２８日訓第６６号） 

 この訓は、令和６年７月１日から施行する。 

附 則（令和６年１１月２９日訓第８１号） 

 この訓は、令和６年１２月２日から施行する。 

 

 



別表（第２条、第３条関係） 

適 用 事 由 第２条第１項第１号に該当する者 

減免対象保険料 減免の割合 添付書類 

保険料の総額 １０割 生活保護受給証明書 

適 用 事 由 第２条第１項第２号に該当する者 

減免対象保険料 

納付義務者と当該納付

義務者と同一世帯の被

保険者の前年中の所得

金額の合計金額 

減免の割合 添付書類 

保険料の所得割額 

１００万円未満 １０割 給与証明書 

収入資産申告書 

同意書 

廃業、休業若しくは

倒産の事実の分かる

もの又は医師の診断

書 

１００万円以上 

２００万円未満 
５割 

２００万円以上 

３００万円未満 
３割 

３００万円以上 

４００万円未満 
２．５割 

適 用 事 由 第２条第１項第３号に該当する者 

減免対象保険料 減免の割合 添付書類 

保険料の旧被扶養者に係る所得割額 １０割 

被用者保険の資格喪

失証明書又は他市町

村の旧被扶養者異動

連絡票等の旧被扶養

者に該当したことが

分かる書類 

津市国民健康保険条例第
２５条第１項各号に規定
する額の減額がされてい
ない世帯 

保険料の旧被扶養者
に係る均等割額 

５割 

保険料の旧被扶養者
のみで構成される世
帯に係る世帯別平等
割額 

５割 

津市国民健康保険条例第
２５条第１項第３号に規
定する額の減額がされて
いる世帯 

保険料の旧被扶養者
に係る均等割額 

減額前の額
の３割 

保険料の旧被扶養者
のみで構成される世
帯に係る世帯別平等
割額 

減額前の額
の３割 

適 用 事 由 第２条第１項第４号に該当する者 

災害等による損害金額（保険金、損害賠償金等により補塡された金額を除く。）が、
その価格の３割以上であると認められる者。 
減免対象 
保険料 

前年中の 
所得金額 

損害金額の割合 減免の割合 添付書類 

保険料の総額 

５００万円

未満 

３割以上５割未満 ５割 

り災証明書 

５割以上 １０割 

５００万円

以上７５０

万円未満 

３割以上５割未満 ２．５割 

５割以上 ５割 

７５０万円 

以上１，００

０万円未満 

３割以上５割未満 １．２５割 

５割以上 ２．５割 

適 用 事 由 第２条第１項第５号に該当する者 

減免対象保険料 減免の割合 添付書類 

法第５９条各号のいずれかに該当する者に係る

所得割額 
１０割 

在所証明書又は入所

証明書等の法第５９



法第５９条各号のいずれかに該当する者に係る

被保険者均等割額 

条に該当したことが

分かる書類 

法第５９条各号のいずれかに該当する者のみで

構成される世帯に係る世帯別平等割額 



第１号様式（第３条関係） 

 

 

国民健康保険料減額（免除）申請書 

 

年  月  日   

 

  （宛先）津市長 

  

（〒     ）          

             住 所                

                          申請者 氏 名             ○印   

             電 話                

 

 次のとおり申請します。 

なお、この申請の審査を目的として、私及び私の世帯員の資産及び収入の状況を調査することに同意します。 

記 号 番 号   

減額・免除を受けよ

うとする保険料の年

度及び金額 

年度第 期分から第 期分まで 

保険料額                               円 

保険料の減額・免除を申請した理由 

  

  

  

  

  

  

  

 

 この申請に対して、次のとおり処理したいと思います。 

 

期別

種別 
保険料 第1期分 第2期分 第3期分 第4期分 第5期分 第6期分 第7期分 第8期分 第9期分 随時分 合 計 

減 額 

 

免 除 

 

却 下 

既 決

定 額 

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 

減免額                       

更正額                       

１ 添付書類…給与証明書、収入無収入申告書その他減免理由を証明するもの 

２ 手 続…事実調査→調査表作成→決裁→処理→担当  （統計と保管）



第２号様式（第４条関係） 

国民健康保険料減額（免除）決定（却下）通知書 

  納付義務者 

 

（氏  名） 様   

  （記 号 番 号） 

年  月  日   

  津市長 （氏  名） 印 

      年  月  日付けで減免申請のあったあなたの国民健康保険料について、津市国民健康保険料減免取扱要領第４条第１項 

 の規定により、次のとおり 
減額 

免除 
することを 

決定 

却下 
しましたので通知します。 

記号番号   減免する保険料の年度と期別      年度第   期分から第   期分まで 

保険料の（年額）

減 額 ・ 免 除 

当 初 の賦 課額 減 免 決 定 額 更 正 決 定 額 

①           円 ②           円 ③（①－②）                 円 

更 正 決 定

後 の 月 別

納 付 額 

第１期分 第２期分 第３期分 第４期分 第５期分 第６期分 第７期分 第８期分 第９期分 随時分 合 計③の額 

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 

免除の根拠 

津市国民健康保険条例第30条（保険料の減免） 

備考 

１ 市長は、災害等により生活が著しく困難となった者及びこれに準ずると認められる者のうち、必要があると認められる者に対し保険料

を減額し、又は免除する。 

２ 保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。 

教示 この通知書に不服がある場合は、この通知書を受け取った日の翌日から起算して３箇月以内に、三重県国民健康保険審査会に対して審

査請求をすることができます。 

   また、この審査請求に対する裁決書を受け取った日の翌日から起算して６箇月以内に、津市を被告として処分の取消しの訴えを提起す

ることができます。 

   なお、この訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができないこととされていますが、行政事件訴訟法

第８条第２項各号のいずれかに該当するときは、裁決を経ないで、訴えを提起することができます。 



第３号様式（第６条関係） 

 

国民健康保険料減額（免除）取消通知書 

 

（ 記 号 番 号 ）  

年  月  日  

 

 （氏 名） 様 

 

津市長 （氏  名） 印   

 

 

     年  月  日付け（記号番号）で 
減額 

免除 
の決定通知をしましたあなたの国民 

健康保険料については、津市国民健康保険料減免取扱要領第６条の規定により、次のとお 

り 
減額 

免除 
を取り消しましたから直ちに納付されますよう通知します。 

 

記 号 番 号   

取

り

消

す

 
 
 

減

額

・

免

除

を 

年 度 ・ 期 別 年度 
第        期分から 

第        期分まで 

保 険 料 額 円  

期 間 年  月  日から    年  月  日まで  

納 期 限 年   月   日 

該 当 条 項   

 

教示 この通知書に不服がある場合は、この通知書を受け取った日の翌日から起算して３

箇月以内に、三重県国民健康保険審査会に対して審査請求をすることができます。 

   また、この審査請求に対する裁決書を受け取った日の翌日から起算して６箇月以内

に、津市を被告として処分の取消しの訴えを提起することができます。 

   なお、この訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起すること

ができないこととされていますが、行政事件訴訟法第８条第２項各号のいずれかに

該当するときは、裁決を経ないで、訴えを提起することができます。 

 

 



第４号様式（第７条関係） 

 

旧被扶養者異動連絡票 

 

発行年月日  年  月  日発行 

 

旧
被
扶
養
者 

氏 名 

 

 

 

 

生年月日 

 

 

    年  月  日 

男 

・ 

女 

旧被扶養者

に該当した

年月日 

 

 

             年  月  日 

保
険
者 

保険者番号

並びに保険

者の名称及

び印 

 

      

 

 

 

注意事項 

 

 

１ 転入した市町村において旧被扶養者に係る減免の申請を行う場合には、国民

健康保険料減免（免除）申請書と合わせて、この連絡票を提出してください。 

２ この連絡票を破り、汚し、又は失ったときは、直ちにこの連絡票の再発行を

申請してください。 

３ この連絡票を破り、又は汚した場合の２の申請には、その連絡票を添え

て申請してください。 

 


